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港区教育委員会会議規則新旧対照表 

現     行 改  正  案 

○港区教育委員会会議規則 ○港区教育委員会会議規則 

昭和三十一年九月二十五日 昭和三十一年九月二十五日 

教育委員会規則第一号 教育委員会規則第一号 

第一章 総則 第一章 総則 

（中略） （中略） 

  

第三条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。 第三条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。 

２ 定例会は、毎月第二月曜日に開会する。ただし、その日が休日の

とき、又は特別の事由があるときは、教育長は、期日を変更し又は

休会することができる。 

 

２ 定例会は、毎月第二及び第四木曜日に開会する。ただし、その日

が休日のとき、又は特別の事由があるときは、教育長は、期日を変

更し又は休会することができる。 

（中略） （中略） 

  

 付 則 

この規則は、令和七年四月一日から施行する。 

 



 

 

令和７年３月１０日 

教育委員会議案資料 No.１-３ 

教育長室 

 

 

港区教育委員会会議規則の一部を改正する規則について 

 

 

 

 

 

 

１改正理由 

 教育委員会の定例会について、運営の都合上、開会日とする曜日を変更しま

す。 

 

２改正内容 

 定例会の開会日を毎月第２月曜日から第２及び第４木曜日に改めます。 

 

３施行期日 

 令和７年４月１日 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                     
 

【参考(現行)】 

港区教育委員会会議規則(抄) 

 第三条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。  

２ 定例会は、毎月第二月曜日に開会する。ただし、その日が休日のとき、又は特別の事

由があるときは、教育長は、期日を変更し又は休会することができる。  

審議内容 

 港区教育委員会の定例会開会日を毎月第２及び第４木曜日に変更するた

め、港区教育委員会会議規則の一部を改正します。 


